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(54)【発明の名称】 内視鏡用挿入補助具

(57)【要約】
【課題】挿入具が、内視鏡のチャンネル内で蛇行して座
屈するようなことが防止でき、挿入具をスムーズに挿入
できる内視鏡用挿入補助具を提供することにある。
【解決手段】内視鏡のチャンネル１３内に挿入可能な外
径と挿入具１５が挿通される内径部とを有する可撓性ガ
イド部材３７を備える内視鏡用挿入補助具において、先
端側に移動するときは前記挿入具１５の外径を把持し、
基端側に移動するときは前記挿入具１５の外径を摺動す
ることによって前記可撓性ガイド部材３７の内径部の基
端側開口部に挿入された前記挿入具１５を前記チャンネ
ル１３の先端側に送り込む往復動作可能なスライド部材
２４を有し、前記可撓性ガイド部材３７は前記スライド
部材２４の先端側で着脱自在に装着されることを特徴と
する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  内視鏡のチャンネル内に挿入可能な外径
と挿入具が挿通される内径部とを有する可撓性ガイド部
材を備える内視鏡用挿入補助具において、先端側に移動
するときは前記挿入具の外径を把持し、基端側に移動す
るときは前記挿入具の外径を摺動することによって前記
可撓性ガイド部材の内径部の基端側開口部に挿入された
前記挿入具を前記チャンネルの先端側に送り込む往復動
作可能なスライド部材を有し、前記可撓性ガイド部材は
前記スライド部材の先端側で着脱自在に装着されること
を特徴とする内視鏡用挿入補助具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、内視鏡に設けら
れたチャンネル内に処置具や子内視鏡等の挿入具を挿入
する際に用いる内視鏡用挿入補助具に関する。
【０００２】
【従来の技術】内視鏡のチャンネル内に挿入具を容易に
挿入するための挿入補助具は、例えば特開昭５９－５０
４１９号公報で知られている。この挿入補助具は、内視
鏡の操作部本体に形成されたチャンネル口部に対し着脱
自在に装着でき、スライド部材からなる挿入操作機構が
設けられているものである。
【０００３】スライド部材の内側に挿通された挿入具と
一緒に前記スライド部材をチャンネル口部の方向へ押し
込み、その動作を連続的に繰り返すことによって、挿入
具をチャンネル内へ機械的に挿入できるようになってい
る。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】ところで、内視鏡に使
用される挿入具（処置具、子内視鏡等）としては種々の
ものがある。例えば十二指腸内視鏡では、胆管結石を効
率的に破砕、除去するために太径の砕石バスケットや胆
管内観察用として子内視鏡、更に膵管内に造影剤を注入
するための細径のカニュレーションチューブ等が使用さ
れる。
【０００５】このように内視鏡のチャンネル内には、そ
れぞれ外径の異なる複数の挿入具が使用されるため、あ
らかじめチャンネル内の内径は最大径の挿入具が問題な
く挿通できるような寸法になっている。
【０００６】しかしながら、図８に示すように、太径の
チャンネルａを有する内視鏡ｂにおいては、例えば細径
の挿入具ｃを前述の挿入補助具ｄを使ってチャンネルａ
内に挿入する際、細径の挿入具ｃが太いチャンネルａ内
で蛇行してしまい、挿入具ｃをスムーズに挿入すること
ができないという事情がある。
【０００７】この発明は、前記事情に着目してなされた
もので、その目的とするところは、処置具、子内視鏡等
の細径の挿入具を太径のチャンネル内に挿入する際に、
挿入具がチャンネル内で蛇行することなく容易に挿入で
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きる内視鏡用挿入補助具を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】この発明は前記目的を達
成するために、内視鏡のチャンネル内に挿入可能な外径
と挿入具が挿通される内径部とを有する可撓性ガイド部
材を備える内視鏡用挿入補助具において、先端側に移動
するときは前記挿入具の外径を把持し、基端側に移動す
るときは前記挿入具の外径を摺動することによって前記
可撓性ガイド部材の内径部の基端側開口部に挿入された
前記挿入具を前記チャンネルの先端側に送り込む往復動
作可能なスライド部材を有し、前記可撓性ガイド部材は
前記スライド部材の先端側で着脱自在に装着されること
を特徴とする。
【０００９】前記構成によれば、内視鏡用挿入補助具の
外径に最適な可撓性ガイド部材が、内視鏡のチャンネル
に挿入されているので、スライド部材を使って挿入具を
機械的に挿入しても挿入具が、チャンネル内で蛇行して
座屈するようなことが防止でき、挿入具をスムーズに挿
入できる。
【００１０】
【発明の実施の形態】以下、この発明の各実施の形態を
図面に基づいて説明する。
【００１１】図１～図４は第１の実施形態を示し、図１
～図３は内視鏡用挿入補助具の縦断側面図、図４は電子
内視鏡装置の全体構成を示す斜視図である。
【００１２】図４に示すように、電子内視鏡装置は電子
内視鏡１と、図示しない光源装置が内蔵されたビデオプ
ロセッサー２と、モニター３とから構成されている。電
子内視鏡１とビデオプロセッサー２とが接続され、ビデ
オプロセッサー２とモニター３が接続されている。電子
内視鏡１で取り込んだ画像信号は、ビデオプロセッサー
２内で信号処理され、画像としてモニター３に映し出さ
れる。
【００１３】電子内視鏡１の操作部４には体腔内に挿入
できるように細長に形成された挿入部５と、コネクタ部
７を設けたユニバーサルコード６が連結されている。コ
ネクタ部７はビデオプロセッサー２に着脱可能で、接続
時には、電気信号の授受／内視鏡内各種管路への水又は
空気等の供給ができるようになっている。
【００１４】挿入部５は、長尺の可撓管部８と、湾曲可
能な湾曲部１０及び図示しないＣＣＤ等が内蔵された先
端構成部９とで構成されている。操作部４の側部には送
気・送水ボタン１１、吸引ボタン１２が並設されてい
る。
【００１５】吸引ボタン１２は、押し込み操作をするこ
とで、電子内視鏡１内全長に配設されたチャンネル１３
を通して不要な胃液等を外部に吸引除去できるようにな
っている。
【００１６】チャンネル１３は操作部４内で管路の一部
が分岐し、その分岐端は挿入部５の連結側に設けられた
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チャンネル口部１４に連通している。このチャンネル口
部１４は、挿入具１５を電子内視鏡１内に挿入する挿入
口である。
【００１７】なお、ここで定義した挿入具１５とは、各
種処置具、各種カテーテル、細径ないし極細の各種内視
鏡（以下、子内視鏡２１という）等々を指す。チャンネ
ル１３の先端側は、先端構成部９に設けられた先端開口
部１６に連通している。
【００１８】電子内視鏡１（又は親内視鏡２０）の先端
開口部１６には例えば挿入具１５の先端を所定の方向に
導くための鉗子起上台１７が配設されている。
【００１９】鉗子起上台１７は操作部４に配設された鉗
子起上レバー１８の操作により、図示しない鉗子起上ワ
イヤーを介して鉗子起上台１７を起上操作できるように
なっている。チャンネル口部１４には、挿入具１５をチ
ャンネル１３内に挿入補助するための挿入補助具１９が
着脱自在に装着できる。
【００２０】図４は、挿入補助具１９がチャンネル口部
１４に装着され、挿入具１５としての子内視鏡２１をチ
ャンネル１３内に挿入している状態である。
【００２１】次に、図１～図３に基づいて挿入補助具１
９について説明する。
【００２２】まず、図１に示すように、挿入補助具１９
は、本体２３、スライド部材としての挿入操作スライド
部２４及び接続部２５とから構成されている。本体２３
は、２つの挿入ガイド部材からなり、１つは口元側挿入
ガイド部材２６であり、もう１つは手元側挿入ガイド部
材２７である。
【００２３】口元側挿入ガイド部材２６と手元側挿入ガ
イド部材２７は支持部材２８で連結されている。手元側
挿入ガイド部材２７には挿入具１５が挿入される挿入口
２９が設けられ、その口元には挿入具１５に傷つかない
ように可撓部材３０が設けられている。
【００２４】挿入操作スライド部２４は、外側に配設さ
れる外管３１、内側に配設される内管３２、挿入具１５
を手指で挟み込むことができる可撓性のチャック部材３
３及びコイルばね３５とから構成されている。
【００２５】外管３１と内管３２とは、基端部側が連結
されており、同心の二重管構造になっている。また内管
３２の内側には挿入具挿通路３２ａが設けられている。
チャック部材３３は内管３２の基端部側に設けられてい
る。
【００２６】口元側挿入ガイド部材２６と外管３１には
それぞれ突起部３４ａ，３４ｂが形成されており、口元
側挿入ガイド部材２６と外管３１の両部材がスライド時
に離脱しないようになっている。図１は両突起部３４
ａ，３４ｂが口元側挿入ガイド部材２６及び外管３１に
一体的に形成されているが、別体でも構わない。また、
二重管構造の外管３１と内管３２の隙間には、伸びた状
態で定常状態となるコイルばね３５が収納されている。
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【００２７】図２に示すように、挿入具１５をチャック
部材３３の外側から把持した状態で、挿入操作スライド
部２４を先端側にスライドさせる。そして前方へのスラ
イド後、チャック部材３３から指を放すことでコイルば
ね３５の復元力で挿入操作スライド部２４を元の位置に
復帰する構造になっている。
【００２８】接続部２５は、挿入補助具１９の本体２３
をチャンネル口部１４に着脱自在に接続できる。接続部
２５に関して、本実施形態ではゴム等の弾性部材となっ
ているがそれに限った接続構造でなくてもよく、着脱自
在であればねじの螺合構造等でも構わない。
【００２９】次に、チャンネル内挿入ガイド３６につい
て説明する。
【００３０】図１に示したように、チャンネル内挿入ガ
イド３６（３６ａ、３６ｂ）は、可撓性を有するチュー
ブ体からなる可撓性ガイド部材３７と、その端部に接着
固定された固定部材３８から構成されている。
【００３１】チャンネル内挿入ガイド３６は、各種挿入
具１５の外径に適した内径サイズのものが各種用意され
ている。図１ではとりあえず太径用チャンネル内挿入ガ
イド３６ａと細径用チャンネル内挿入ガイド３６ｂの２
種類を示した。
【００３２】図２は、太径用チャンネル内挿入ガイド３
６ａを用いて太径の挿入具１５ａをチャンネル１３内に
挿入している状態であり、図３は、細径用チャンネル内
挿入ガイド３６ｂを用いて細径の挿入具１５ｂをチャン
ネル１３内に挿入している状態である。
【００３３】図１に示すように、固定部材３８には雄ね
じ部３８ａが形成されており、挿入補助具１９の本体２
３の口元側挿入ガイド部材２６に形成されている雌ねじ
部２６ａに着脱自在に螺合するようになっている。
【００３４】なお、本実施形態では可撓性ガイド部材３
７と固定部材３８は、２体になっているが別に一体でも
構わない。また、チャンネル内挿入ガイド３６の全長に
ついては、チャンネル１３内に挿入固定された状態にお
いて、チャンネル内挿入ガイド３６の先端が少なくとも
チャンネル１３の分岐部を超えていればよい。
【００３５】次に、第１の実施形態の作用について説明
する。
【００３６】術者は、電子内視鏡１（又は親内視鏡２
０）のチャンネル内径と使用する挿入具１５の外径の両
方を考慮して、最適なチャンネル内挿入ガイド３６を選
択する。そして、そのチャンネル内挿入ガイド３６の固
定部材３８を挿入補助具１９の口元側挿入ガイド部材２
６に取り付ける。
【００３７】チャンネル１３内に挿入補助具１９に取り
付けられたチャンネル内挿入ガイド３６を挿入し、完全
に挿入できた所で、接続部２５をチャンネル口部１４に
接続し、挿入補助具１９の本体２３をチャンネル口部１
４に固定する。
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【００３８】次に、挿入具１５を挿入補助具１９の挿入
口２９から挿入具挿通路３２ａへ挿入し、挿入操作スラ
イド部２４を往復動作することで挿入具１５をチャンネ
ル１３内にスライドストローク分ずつ連続的に挿入して
ゆく。
【００３９】第１の実施形態によれば、挿入具１５の外
径に最適なチャンネル内挿入ガイド３６が、チャンネル
口部１４からチャンネル１３内に少なくともチャンネル
分岐部より先端側に挿入されているので、挿入補助具１
９を使って挿入具１５を機械的に挿入しても挿入具１５
が、チャンネル口部１４の直下のチャンネル１３内で蛇
行して座屈するようなことが防止でき、挿入具１５のチ
ャンネル内挿入時の破損を防止できる。
【００４０】図５～図７は第２の実施形態を示し、第１
の実施形態と同一構成部分は同一番号を付して説明を省
略する。図５はチャンネル内挿入ガイド３６ｃと挿入補
助具１９の先端側一部を示し、チャンネル内挿入ガイド
３６ｃの端部にはフランジ形状の固定部材３８ｂが設け
られている。
【００４１】図６は挿入補助具１９とチャンネル内挿入
ガイド３６ｃとの取付け状態を示し、チャンネル内挿入
ガイド３６ｃの固定部材３８ｂは挿入補助具１９とチャ
ンネル口部１４の間に挟まれて固定されている。つまり
チャンネル内挿入ガイド３６ｃは、第１の実施形態のよ
うに挿入補助具１９に対して単独で着脱自在できなくて
も構わない。挿入補助具１９をチャンネル口部１４に取
付けた際、チャンネル内挿入ガイド３６ｃが同時にチャ
ンネル口部１４と挿入補助具１９の両方に対して位置決
めされて保持されればよい。また、可撓性ガイド部材３
７は、図５に示すようなチューブ対でなくてもよく、図
７に示すように、コイル状のものでもまた、フープ材の
ようなものでも構わない。
【００４２】次に、第２の実施形態の作用は、チャンネ
ル内挿入ガイド３６ｃのチャンネル口部１４への固定方
法が若干異なるのみで、その他は第１の実施形態と同じ
であり、第１の実施形態と同じ効果が得られる。
【００４３】前記各実施の形態によれば、次のような構
成が得られる。
【００４４】（付記１）内視鏡のチャンネル内に挿入可
能な外径と挿入具が挿通される内径部とを有する可撓性
ガイド部材を備える内視鏡用挿入補助具において、先端
側に移動するときは前記挿入具の外径を把持し、基端側
に移動するときは前記挿入具の外径を摺動することによ
って前記可撓性ガイド部材の内径部の基端側開口部に挿
入された前記挿入具を前記チャンネルの先端側に送り込
む往復動作可能なスライド部材を有し、前記可撓性ガイ
ド部材は前記スライド部材の先端側で着脱自在に装着さ
れることを特徴とする内視鏡用挿入補助具。
【００４５】（付記２）前記可撓性ガイド部材が、あら
かじめ挿入補助具本体に対して着脱自在に装着されるこ
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とを特徴とする付記１記載の内視鏡用挿入補助具。
【００４６】（付記３）前記可撓性ガイド部材が、あら
かじめ挿入補助具本体に対して着脱自在な螺合構造とし
た付記１記載の内視鏡用挿入補助具。
【００４７】（付記４）前記可撓性ガイド部材は少なく
とも２種類以上あることを特徴とする付記l記載の内視
鏡用挿入補助具。
【００４８】次に、開示例について説明する。
【００４９】図９は開示例１を示し、第２の実施形態と
同一構成部分は同一番号を付して説明を省略する。チャ
ンネル内挿入ガイド３６の構造は、第２の実施形態と同
一であり、挿入補助具１９を使わず、鉗子栓３９を介し
てチャンネル内挿入ガイド３６ｃをチャンネル口部１４
へ固定している。鉗子栓３９は例えば弾性部材で形成さ
れており、また挿入具１５が挿入可能なスリット４０が
設けられている。
【００５０】次に、開示例１の作用について説明する。
【００５１】チャンネル内挿入ガイド３６ｃをチャンネ
ル口部１４からチャンネル１３内に挿入する。その後、
チャンネル内挿入ガイド３６ｃの固定部材３８をチャン
ネル口部１４に対し、鉗子栓３９で挟み込んで固定す
る。チャンネル内挿入ガイド３６の内径は、使用する挿
入具１５の外径に適したものである。
【００５２】挿入具１５は、鉗子栓３９のスリット４０
より２０ｍｍ～３０ｍｍぐらいずつ指で連続的に繰り返
し挿入され、最終的には先端開口部１６より導き出され
る。
【００５３】前記構成によれば、挿入補助具１９を使わ
ずに鉗子栓３９から挿入具１５をチャンネル１３内に挿
入する際も、挿入具１５の外径に適したチャンネル内挿
入ガイド３６をあらかじめチャンネル１３内に通してお
くことで、従来、特に鉗子栓３９の直下で挿入具１５が
撓んで座屈してしまうことが防止できる。
【００５４】一方、従来の内視鏡システムのビデオプロ
セッサー、光源装置、モニターは各々大型で、カートに
載せないと移動は困難であった。また、各々が何本もの
ケーブルで接続されているため、移動後の機器同士の接
続が極めて煩雑であった。
【００５５】図１０（ａ）（ｂ）は、開示例２で、前述
のような問題を解決したものである。ビデオプロセッサ
ー４５は、小型の可搬用ビデオプロセッサー４６と大型
の備え置き用プロセッサー４７とから構成されている。
可搬用ビデオプロセッサー４６と備え置き用プロセッサ
ー４７とは、電気コネクタ５０を介してワンタッチで電
気的接続ができるようになっている。
【００５６】可搬用ビデオプロセッサー４６には、図示
しない電子内視鏡が接続されるスコープコネクタ部４６
ａが設けられているとともに、折り畳み式の液晶モニタ
ー４８も内蔵されている。
【００５７】可搬用ビデオプロセッサー４６を備え置き
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7
用プロセッサー４７から切り離して使う場合、可搬用ビ
デオプロセッサー４６の出力はこの液晶モニター４８の
みとなる。従って、携帯時に肩に掛けられるひもが付い
ていても良く、図示しない内蔵バッテリーで駆動し、光
源は小光量。その他の機能も最小限備えている。
【００５８】備え置き用プロセッサー４７は、可搬用ビ
デオプロセッサー４６と電気コネクタ５０を介して接続
することにより使用でき、図示しない大光量の光源が内
蔵されており、可搬用ビデオプロセッサー４６の単独の
場合よりも多機能である。可搬用ビデオプロセッサー４
６の内蔵バッテリー用に充電機能がついている。
【００５９】備え置き用プロセッサー４７のリアパネル
４７ａには各種入出力端子５１、電源ケーブル４９等が
配設され、液晶モニター４８へはもちろん、図示しない
検査室備え付けの大型モニターやビデオプリンタ等へも
信号出力が可能である。
【００６０】次に、開示例２の作用について説明する
と、通常は可搬用ビデオプロセッサー４６を備え置き用
プロセッサー４７に電気的に接続した状態で、電子内視
鏡を接続して使う。出張検査や院内で検査室を移動する
必要がある場合には、可搬用ビデオプロセッサー４６を
備え置き用プロセッサー４７から分離して携帯し、出張
先又は移動先で電子内視鏡を接続して検査を行う。
【００６１】従って、可搬用ビデオプロセッサー４６
は、最小限の機能で構成されており、また、バッテリー
駆動なのでトランスを必要としないため、小型軽量で携
帯性に優れる。備え置き用プロセッサー４７と電気的に
接続することにより、可搬用では省かれていた機能、入
出力端子等が使えるようになり、従来のビデオプロセッ
サー（一体型）と機能的には大差なくなる。
【００６２】可搬用ビデオプロセッサー４６について
は、図示しない小光源も一体でかつ液晶モニター４８も
内蔵しているので、電子内視鏡を接続するだけで簡単に
出先等で簡易検査的に使える。
【００６３】図１１は開示例３の携帯可能な可搬ケース
５８を示し、可搬ケース５８内にはビデオプロセッサー
４５、液晶モニター４８、吸引ビン５７及び図示しない
電源が内蔵されている。ビデオプロセッサー４５、液晶
モニター４８は可搬ケース５８に対し、伸縮自在に収納
可能な電源ケーブル４９を介して駆動できるようになっ
ている。
【００６４】可搬ケース５８の外表面には複数の接続口
金５９が設けられている。接続口金５９にはホース４５
ａ、４５ｂ、４５ｃが各々着脱自在に接続され、そのホ
ース４５ａ、４５ｂ、４５ｃの他端には掃除機５４、水
道管の蛇口５３、ドライヤー５２が接続できる。
【００６５】また可搬ケース５８の外表面には電子内視
鏡１の各部に接続可能な各種チューブ、例えば吸引チュ
ーブ６０、送気チューブ６１、送水チューブ６２やケー
ブル５６が延出されている。
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【００６６】吸引チューブ６０、送気チューブ６１、送
水チューブ６２は可搬ケース５８に一体でなくても、可
搬ケース５８の側面に接続口金（図示しない）を設け、
これら接続口金と電子内視鏡１と接続してもよい。
【００６７】電子内視鏡１の操作部１ａには照明用ラン
プ５５が配設されている。照明ランプ５５はケーブル５
６の先端側に設けられた電気コネクタ５６ａを接続する
ことで発光する。なお、ケーブル５６には、照明用ラン
プ５５の電源ケーブルが内蔵されている他、電子内視鏡
１の先端部内に配設された図示しないＣＣＤの信号ライ
ンも内蔵されている。
【００６８】次に、開示例３の作用について説明する
と、掃除機５４はホース４５ａと吸引ビン５７を経由し
て吸引チューブ６０に接続される。水道管の蛇口５３は
ホース４５ｂを介して送水チューブ６２に接続される。
ドライヤー５２は、ホース４５ｃを介して送気チューブ
６１に接続されている。
【００６９】つまり送気源、送水源、吸引源に家庭用電
化製品並びに水道管を使用している。また各ホース４５
ａ、４５ｂ、４５ｃ、吸引チューブ６０、送気チューブ
６１、送水チューブ６２、電源ケーブル４９、ケーブル
５６は全て可搬ケース５８の中に収納でき、更に電子内
視鏡１自体も可搬ケース５８の中に収納可能である。
【００７０】従って、一般家庭にある電化製品を各供給
源として利用することができるので、持ち運ぶ機器は最
小限で済み、携帯性に優れた内視鏡装置を提供できる。
【００７１】図１２は開示例４の洗浄機６６を示し、こ
の洗浄機６６には洗浄機用内視鏡トレイ６３が着脱自在
に取り付けられる。電子内視鏡１を洗浄機用内視鏡トレ
イ６３にセッティングした状態で、洗浄機６６で自動洗
浄／自動消毒される。なお、自動でなくても手動洗浄で
もよい。カバー６４は洗浄機用内視鏡トレイ６３の蓋で
あり、内視鏡システムカート６５には、洗浄機用内視鏡
トレイ６３が着脱自在に設けられている。
【００７２】次に、開示例４の作用について説明する
と、電子内視鏡１を洗浄機６６で洗浄後、洗浄機用内視
鏡トレイ６３ごと電子内視鏡１を洗浄機６６から取り出
す。洗浄した電子内視鏡１が汚染されないようにすぐに
洗浄機用内視鏡トレイ６３の上にカバー６４で蓋をし、
次の検査ベッドまで運ぶ。
【００７３】電子内視鏡１のシステムカート６５の側壁
には洗浄機用内視鏡トレイ６３が着脱自在に取り付けら
れるようになっている。洗浄機用内視鏡トレイ６３をカ
ート６５に固定した後、ユニバーサルコード６、コネク
タ部７のみを洗浄機用内視鏡トレイ６３から取出して光
源装置６７に接続し、次の検査の準備をする。なお、洗
浄機用内視鏡トレイ６３及びカバー６４は、リュース品
でもディスポ品でもどちらでも構わない。
【００７４】従って、術者だけが光源装置６７に対し、
電子内視鏡１の接続及び取り外しを行なうようにすれ
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ば、パラメは洗浄機６６から電子内視鏡１に触れること
なく持ち出しが可能である。また検査後、電子内視鏡１
に触れることなく、洗浄機６６にセッティングが可能と
なる。術者以外は電子内視鏡１に触れないで済むので、
洗浄消毒された状態を容易に保つことができる。また洗
浄機用内視鏡トレイ６３ごと電子内視鏡１を運搬できる
ので持ち運びも簡単である。
【００７５】図１３～図１７は開示例５を示し、ズーム
レンズ７２を電気的に駆動してワイドとテレを連続的に
切換える撮像ユニットの構造について説明する。
【００７６】図１３はワイド端の断面図であり、レンズ
は対物側から前群レンズ７０、ズームレンズ７２、後群
レンズ７１及びＣＣＤ７３で構成されている。
【００７７】前群レンズ７０、後群レンズ７１、ズーム
レンズ７２、ＣＣＤ７３はそれぞれ順に前群レンズ枠７
４、ズームレンズ枠７６、後群レンズ枠７５、及びＣＣ
Ｄ保持部材７７に対し接着固定されている。また前群レ
ンズ枠７４、後群レンズ枠７５、ズームレンズ枠７６、
ＣＣＤ保持部材７７は全て導電性材料で形成されてい
る。
【００７８】ＣＣＤ７３の後方には図示しない電子部品
実装基板からなる電装部７８が設けられ、撮像ケーブル
７９の各電線８９が、その基板ないしＣＣＤ７３へ配線
されている。
【００７９】電装部７８の外側は導電性材料からなるシ
ールド枠８１で覆われている。シールド枠８１の内側は
電気絶縁性充填剤９４で全域気密に充填されている。シ
ールド枠８１の前側はＣＣＤ保持部材７７に固定され、
一方、後側は撮像ケーブル７９を一部保持している。
【００８０】撮像ケーブル７９には各電線８９の外側に
全周を取り巻くように総合シールド線８２が内設されて
いる。総合シールド線８２の前端は、何本かを束ねた状
態にしてシールド枠８１に接続されている。その接続方
法は、図１３のように熱収縮チューブ８３を用いて挟み
込んで圧接する方法や、直接はんだ付けする方法、導電
性の接着剤で固定する方法等、シールド枠８１と確実に
電気的な接続ができれば何でも構わない。一方、総合シ
ールド線８２の図示しない後端側は、電子内視鏡が接続
される図示しないビデオプロセッサー内の回路基板上の
ＧＮＤ面に導通している。
【００８１】図１４及び図１５に基づいて総合シールド
線８２の取出し方法及び接続位置について説明する。撮
像ケーブル７９の外周には撮像ケーブル７９の損傷防止
するケーブル保護部材８０が撮像ケーブル７９の前端近
傍まで被覆されている。
【００８２】ケーブル保護部材８０は、発泡ＰＴＦＥ、
テフロン（登録商標）チューブ、軟性熱収縮チューブ
等、可撓性チューブであり、ケーブル保護部材８０の前
端部には切欠き部８５が設けられ、総合シールド線８２
は、その切欠き部８５から外側へ引き出されている。引
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き出された総合シールド線８２のシールド枠８１への接
続位置は、撮像ユニットの軸方向の投影面積内に収まる
領域内としている。
【００８３】図１３に基づいて対物光学系及びズーム駆
動部の構造について説明する。
【００８４】ズームレンズ枠７６が摺動するズームレン
ズ枠摺動筒９９の前側には、明るさ絞り８６が固定され
ている。ズームレンズ枠７６の外周面にはアーム部９５
が形成されており、ピン９７を介してアクチュエータユ
ニット９０に連結されている。
【００８５】アクチュエータユニット９０の内部には圧
電素子９１が内蔵され、その外側は筒状部材９２で覆わ
れている。圧電素子９１は筒状部材９２に対し、電気絶
縁性充填剤９４によって絶縁されている。筒状部材９２
は導電性材料で形成され、筒状部材９２の先端側にはア
ーム連結部９６が設けられている。
【００８６】圧電素子９１には圧電素子駆動用ケーブル
９３が筒状部材９２の後方から配線されており、圧電素
子駆動用ケーブル９３からのパルス信号により圧電素子
９１を振動させ、アクチュエータユニット９０を前進又
は後進できるようになっている。
【００８７】アクチュエータユニット９０はレールであ
るアクチュエータ摺動筒９８上を前後にスライドする。
具体的には、筒状部材９２がアクチュエータ摺動筒９８
の内面に接触しながら動くようになっている。
【００８８】なお、筒状部材９２とアクチュエータ摺動
筒９８の摩擦レベルを調整することで移動スピードを自
由に変えられるが、その構造は図示しない。アクチュエ
ータ摺動筒９８は導電性部材で形成されている。
【００８９】アクチュエータ摺動筒９８は対物レンズ系
の光軸に対して平行度が出されて固定されている。つま
り、アクチュエータユニット９０の移動軸と対物レンズ
系の光軸が平行になっている。
【００９０】アクチュエータ摺動筒９８が位置出しされ
ている構造について説明すると、アクチュエータ摺動筒
９８の前側は、ズームレンズ枠摺動筒９９の前側支持穴
１００に嵌合保持されている。
【００９１】一方、後側は後群レンズ枠７５の後側支持
穴１０１に嵌合保持されている。ズームレンズ枠摺動筒
９９には、ズーム用スリット１０３が光軸と平行に形成
されている。ズーム用スリット１０３の後端側は、後群
レンズ枠７５に形成された凸部１０４に嵌合する。
【００９２】図１７はズーム用スリット１０３の後端側
が後群レンズ枠７５に形成された凸部１０４に嵌合する
前を示し、嵌合すると、ズーム用スリット１０３の回転
方向の位置出しが確実にできる。
【００９３】つまり前群レンズ枠７４、後群レンズ枠７
５、ズームレンズ枠７６、ズームレンズ枠摺動筒９９を
接続すると、必然的に前群レンズ光軸１０５、後群レン
ズ光軸１０６、ズームレンズ光軸１０７、アクチュエー
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11
タ摺動軸１０８が全て同軸にできるようになっている。
【００９４】また図１３に戻ってその他構造について説
明すると、ズームレンズの駆動部外周はカバー部材１０
９で覆われている。ズームレンズ枠７６の底部には第１
の空気孔１１０が開口している。
【００９５】ズームレンズ枠７６の底部にはフレアー絞
り８７が配設され、そのフレアー絞り８７には第２の空
気孔１１１が開口している。第１の空気孔１１０と第２
の空気孔１１１の合わせ方によって、開口部の総面積を
自由に調整することができる。
【００９６】この開口部は、ズームレンズ枠７６が前後
に移動する際の通気孔であり、開口部を小さく調整する
とエアダンパーの効果でズームレンズ枠７６の移動スピ
ードを遅くすることができる。逆に開口部を大きく調整
すると早くすることができる。
【００９７】図１６はテレ端の断面図である。なお、矢
印はワイド端の状態からテレ端の状態に移動する際の空
気の流れを示したものである。
【００９８】また、図１３に戻って各部品同士の電気的
接続状態について説明する。
【００９９】前群レンズ枠７４、ズームレンズ枠摺動筒
９９、後群レンズ枠７５、ＣＣＤ保持部材７７、シール
ド枠８１、総合シールド線８２、ズームレンズ枠７６、
筒状部材９２、アクチュエータ摺動筒９８、カバー部材
１０９は全て電気的に導通している。
【０１００】次に、作用について説明する。圧電素子９
１が圧電素子駆動用ケーブル９３からのパルス信号を受
けて振動することで、アクチュエータユニット９０全体
はアクチュエータ摺動筒９８の内面をレールとして前進
または後進する。
【０１０１】ズームレンズ枠７６はアクチュエータユニ
ット９０の動きに連動して動き、信号の切換えを行なう
ことで、任意のズーミングができるようになっている。
【０１０２】従って、撮像ケーブル７９の総合シールド
線８２を、シールド枠８１の外周に熱収縮チューブ８３
を用いて導通固定したことにより、簡単な構造でＣＣＤ
７３及び圧電素子９１の静電破壊を防止できる。
【０１０３】前群レンズ枠７４～ズームレンズ枠摺動筒
９９～後群レンズ枠７５～ＣＣＤ保持部材７７～シール
ド枠８１～総合シールド線８２のルートや、前群レンズ
枠７４～ズームレンズ枠摺動筒９９～アクチュエータ摺
動筒９８～後群レンズ枠７５～ＣＣＤ保持部材７７～シ
ールド枠８１～総合シールド線８２のルートで静電気を
流れるような電気的接続状態にしたことで、ＣＣＤ７３
や圧電素子９１が直接静電気で破壊するようなことがな
い。
【０１０４】ケーブル保護部材８０の切欠き部８５より
総合シールド線８２を引き出したので、電装部７８の全
長を伸ばすことなく前記静電破壊防止構造が簡単に実現
できる。総合シールド線８２のシールド枠８１への固定*
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*位置を撮像ユニットの軸方向の投影面積内に収まる領域
内に設けたことで、撮像ユニットの最大外径に影響を及
ぼすことなく前記静電破壊防止構造が実現できる。
【０１０５】ズーム用スリット１０３が設けられたズー
ムレンズ枠摺動筒９９を、後群レンズ枠７５の外周に対
し、前記スリットを用いて回転位置決め嵌合して固定す
ることで、精度良くかつ簡単に組立ができる。
【０１０６】第１の空気孔１１０と第２の空気孔１１１
の位置合わせによって、開口部の総面積を自由に調整で
きる構造としたため、ズームレンズ枠７６の移動スピー
ドを若干早くしたり若干遅くしたり微調整をすることが
できる。なお、圧電素子９１は単体性能で当然ばらつき
がでるが、この部分で調整することができる。
【０１０７】
【発明の効果】以上説明したように、この発明によれ
ば、内視鏡用挿入補助具の外径に最適な可撓性ガイド部
材が、内視鏡のチャンネルに挿入されているので、スラ
イド部材を使って挿入具を機械的に挿入しても挿入具
が、チャンネル内で蛇行して座屈するようなことが防止
でき、挿入具をスムーズに挿入できるという効果があ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の第１の実施形態を示す内視鏡用挿入
補助具の縦断側面図。
【図２】同実施形態を示し、チャンネルに接続した内視
鏡用挿入補助具の縦断側面図。
【図３】同実施形態を示し、チャンネルに接続した内視
鏡用挿入補助具の縦断側面図。
【図４】同実施形態の電子内視鏡装置の全体構成を示す
斜視図。
【図５】この発明の第２の実施形態を示す内視鏡用挿入
補助具の縦断側面図。
【図６】同実施形態を示し、チャンネルに接続した内視
鏡用挿入補助具の縦断側面図。
【図７】この発明の第３の実施形態を示し、可撓性ガイ
ド部材の縦断側面図。
【図８】従来の内視鏡のチャンネルに挿入具を挿入した
状態の縦断側面図。
【図９】開示例１を示し、内視鏡のチャンネルに挿入具
を挿入した状態の縦断側面図。
【図１０】開示例２を示し、（ａ）はビデオプロセッサ
ーの斜視図、（ｂ）は同側面図。
【図１１】開示例３を示し、可搬バッグの斜視図。
【図１２】開示例４を示し、洗浄機の斜視図。
【図１３】開示例５を示し、撮像ユニットの縦断側面
図。
【図１４】同撮像ユニットの総合シールド線の取出し構
造を示す断面図。
【図１５】同撮像ユニットの総合シールド線の取出し構
造を示す側面図。



(8) 特開２００２－６５５９７
13

【図１６】同撮像ユニットの縦断側面図。
【図１７】同撮像ユニットのズーム用スリットの後端側
が後群レンズ枠に形成された凸部に嵌合する前の側面
図。
【符号の説明】 *
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*１…電子内視鏡
１３…チャンネル
１５…挿入具
２４…スライド部材
３７…可撓性ガイド部材

【図１】

【図２】

【図３】

【図５】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１４】

【図１５】
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